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内内容　時日時　場場所　対対象　定定員　申申込・申請　講講師　演演者　￥費用（無料の場合は掲載を省略しています）　保一時保育
持持ち物　備備考　注注意事項　提提出　配配布　問問い合わせ　℡電話番号　 フリーダイヤル　FAXファクス　 メール　予予約

　市立小学校およびさつき学園前期課程に通う児童に
対して、土曜日学習会「もりもりスタディルーム」（も
りスタ）の参加者を募集します。
　もりスタでは、受託事業者の株式会社トライグルー
プによる個別型指導で、国語と算数の基礎基本的な学
習を行います。
時 土曜日（月２回程度、年間20回）
　▽午前の場合10：00～11：40
　▽午後の場合13：00～14：40
場お子さんが通っている学校
対 学習塾などに通っていない児童で、特に事情がない
限り年間を通じて参加できる５・６年生

備４月に体験会を実施
　教材・授業料は必要ありません。
注 学校ごとの具体的な開催日時・場所は新学期に学校
で配布する募集チラシをご覧ください。

申 募集チラシに添付されている申込書に必要事項を記
載し、学校へ提出してください。

　公共交通機関だけでは移動が困難な寝たきりなどの
高齢者および重度障がい者（児）に対して、リフト付き
福祉タクシーなどに乗車する際に利用できる福祉タク
シー利用券を交付します。詳細は下表のとおりです。
　なお、下記の条件に該当する人で、申請がまだの人
は申請してください。

　市教育委員会では、保護者や地域住民などの意見を
学校運営に反映し、学校・家庭・地域の協働による教育
活動の推進を図るため、令和２年度より、中学校区ご
とに「学校運営協議会」を設置し（さつき学園は平成30
年度に設置）、すべての市立学校が「コミュニティ・ス
クール」として新たなスタートを切ります。
　協議会は、学校・ＰＴＡ・地域団体などの代表者で構
成され、学校運営に関する基本的な方針の承認をはじ
め、学校運営などに関する意見の申出や評価、地域住
民などの参画・促進のための情報提供などに関して協
議を行い、子どもが抱える課題を地域ぐるみで解決す
る仕組みを構築し、さらに質の高い学校教育の実現を
めざします。

時4月5日（日）10：00～12：00
　　　　　　 13：00～16：00
場イオンモール大日
　駅前ロータリー付近

注以下のものが必要となります。
▽閲覧または縦覧の申請者は、本人確認ができるもの
▽同居の親族が申請するときは、納税者との関係が確認できるもの
▽ 納税者が法人の場合は、法人の代表者または受任者であることを証するもの(委任状な
ど）
▽ 借地人や借家人は、賃貸借契約書など地上権そのほかの権利の成立および有効性を証
する書類

時5月17日（日）9：30～14：30
場大枝公園西側エリア
備 詳細は広報もりぐち５月号に掲載します。

もりもりスタディルームの参加者募集

守口市高齢者および重度障がい者（児）
外出支援事業

コミュニティ・スクールがスタートします

愛の献血

守口市こどもまつり
問学校教育課   ℡  06-6995-3151

問対象者①の人   高齢介護課
℡  06-6992-1610   FAX06-6995-2011
問対象者②の人   障がい福祉課
℡  06-6992-1630   FAX06-6991-2494

問学校教育課   ℡  06-6995-3151

問守口市献血推進協議会事務局（地域福祉課内）
℡  06-6992-1570

問 こどもまつり実行委員会事務局
   （コミュニティ推進課内）  ℡  06-6992-1520
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５
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縦
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簿
の
縦
覧

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧　

　
納
税
義
務
者
は
４
月
１
日（
水
）か
ら
固
定

資
産
課
税
台
帳
の
う
ち
自
己
の
資
産
が
記
載

さ
れ
た
部
分
に
つ
い
て
閲
覧
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
ま
た
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借
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人・
借
家
人
な
ど
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己
の
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た
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収
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象
と
な
る
部

分
に
つ
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閲
覧
す
る
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と
が
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き
ま
す
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手
数
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６
月
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月
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は
無
料

固
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築
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バ
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ア
フ
リ
ー
改
修
工

事
を
行
っ
た
場
合（
貸
家
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宅
を
除
く
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修
工
事
が
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し
た
翌
年
度（
１
年
間
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つ
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て
、
固
定
資
産
税
を
３
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の
１
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し
ま

す
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減
額
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象
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床
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１
０
０
㎡
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で
で
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税
制
改
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よ
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じ
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と
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あ
り
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す
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し
く
は
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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こ
れ
ま
で
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
に
お
け
る

固
定
資
産
税
減
額
措
置
を
受
け
て
い
な
い

こ
と

▽ 

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
費
用
の
自
己
負
担
額

が
50
万
円
以
上

納税者
（共有者含）

納税者と
同居の
親族

納税
管理人

借地人
借家人

納税者からの委
任状などを持参
の人

閲覧 ○ ○ ○ ○ ○

縦覧 ○ ○ ○ × ○

▽ 
次
の
い
ず
れ
か
の
改
修
工
事
を
行
っ
て
い

る
こ
と

①
廊
下
の
拡
幅   

②
階
段
の
こ
う
配
を
緩
和

③
浴
室
改
良      
④
便
所
改
良

⑤
手
す
り
の
取
り
付
け

⑥
屋
内
の
段
差
解
消

⑦ 

出
入
口
の
戸
の
改
良（
引
き
戸
へ
の
取
り

替
え
な
ど
）    

⑧
床
の
材
質
の
改
良

▽ 

次
の
い
ず
れ
か
の
人
が
居
住
し
て
い
る
こ

と
①
65
歳
以
上
の
人

② 

要
介
護
認
定
ま
た
は
要
支
援
認
定
を
受
け

て
い
る
人

③
障
が
い
者
手
帳
を
交
付
さ
れ
て
い
る
人

手
続
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フ
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事
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か
ら
お
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む
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３
カ
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住
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有
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固
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書
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必
要
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添
付

し
、
課
税
課
資
産
税
担
当
へ
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

持
▽ 

納
税
義
務
者
の
住
民
票
の
写
し（
市
内

在
住
者
は
不
要
）

　
▽
領
収
書
の
写
し
な
ど

　
▽
工
事
明
細
書
、
設
計
書
の
写
し
な
ど

　

 

▽
次
の
い
ず
れ
か
の
う
ち
該
当
す
る
も
の

　

 

①
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歳
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上
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人
が
住
ん
で
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
も
の（
住
民
票
な
ど
の
写
し
）

　

 

②
要
介
護
認
定
ま
た
は
要
支
援
認
定
を
証

す
る
書
類（
介
護
保
険
の
被
保
険
者
証
な

ど
の
写
し
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③
障
が
い
者
手
帳
な
ど
の
写
し

問
課
税
課
資
産
税
担
当
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９
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４
７
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縦
覧
帳
簿
の
縦
覧　

　
納
税
義
務
者
は
４
月
１
日（
水
）か
ら
６
月

１
日（
月
）の
期
間
中（
土・
日
、
祝
日
を
除

く
）、
市
内
に
所
有
す
る
自
己
の
土
地
や
家

屋
の
価
格
と
他
の
土
地
や
家
屋
の
価
格
を
比

較
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
縦
覧
帳
簿
を

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

時 

午
前
９
時
〜
午
後
５
時
30
分

持 

本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
、
健
康
保

険
証
、
前
年
度
の
納
税
通
知
書
な
ど
）

場 ・
問
課
税
課
資
産
税
担
当

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
７
４

対象者

市内に住所を有し、下記の要件に該当する人
①65歳以上で、要介護4または5と認定され
ている、寝たきりまたは車いす常用の人
②身体障がい者手帳を所持し、肢体不自由（下
肢機能、体幹機能、運動機能および移動機能障
がい）について、１級または２級の判定を受け
ている人

助成額
１回当たり1‚200円（差額は自己負担となり
ます）
注片道を１回とします。

利用回数 年間最大24回


